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(57)【要約】
心拍数モニタは、ハウジング（３０）と、前記ハウジン
グ（３０）内の光心拍数（ＯＨＲ）センサとを含む。前
記ＯＨＲセンサは、ユーザの皮膚内に光を射出するよう
に配置された少なくとも１つの発光体（４２ａ、４２ｂ
）と、前記ユーザの前記皮膚を通って反射された光を検
知するように配置された光検出器（４４）とを含む検知
部（４０）を含む。前記ハウジング（３０）はドーム状
部分（６０）を含む。前記検知部（４０）は前記ドーム
状部分（６０）の表面を通して露出され、前記ドーム状
部分（６０）の前記表面の上に突出している。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心拍数モニタであって、
　ハウジングと、前記ハウジング内の光心拍数（ＯＨＲ）センサとを含み、
　前記ＯＨＲセンサは、ユーザの皮膚内に光を射出するように配置された少なくとも１つ
の発光体と、前記ユーザの前記皮膚を通って反射された光を検知するように配置された光
検出器とを含む検知部を含み、
　前記ハウジングはドーム状部分を含み、前記検知部は前記ドーム状部分の表面を通して
露出され、前記検知部は前記ドーム状部分の前記表面の上に突出している、ことを特徴と
する心拍数モニタ。
【請求項２】
　前記検知部は、少なくとも０．１ｍｍだけ前記ドーム状部分の前記表面の上に突出して
いる、ことを特徴とする請求項１に記載の心拍数モニタ。
【請求項３】
　前記検知部は、０．８ｍｍまで、好ましくは０．５ｍｍまで前記ドーム状部分の前記表
面の上に突出している、ことを特徴とする請求項２に記載の心拍数モニタ。
【請求項４】
　前記検知部は、ライザによって回路基板に取り付けられている、ことを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか１項に記載の心拍数モニタ。
【請求項５】
　前記検知部の周りに封止材を更に含む、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１
項に記載の心拍数モニタ。
【請求項６】
　前記検知部は、前記ドーム状部分の前記表面における開口を通して露出され、前記封止
材は前記開口を充填する、ことを特徴とする請求項５に記載の心拍数モニタ。
【請求項７】
　前記封止材はエポキシ樹脂を含む、ことを特徴とする請求項５又は６に記載の心拍数モ
ニタ。
【請求項８】
　前記検知部は、異なる波長の３個の発光ダイオードを含む、ことを特徴とする請求項１
乃至７のいずれか１項に記載の心拍数モニタ。
【請求項９】
　前記検知部は、１ｍｍ未満の深さを有するパッケージとして完全に一体化されている、
ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の心拍数モニタ。
【請求項１０】
　心拍数情報をユーザに表示するためのディスプレイを更に含む、ことを特徴とする請求
項１乃至９のいずれか１項に記載の心拍数モニタ。
【請求項１１】
　前記ディスプレイに加えて１以上の照明デバイスを更に含み、
　前記１以上の照明デバイスは、（ｉ）心拍数情報に依存する周波数で点滅するように、
および／または（ｉｉ）射出された光の色が所定の心拍数ゾーンに対応するように、制御
される、ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の心拍数モニタ。
【請求項１２】
　時計、任意選択でフィットネスウォッチであって
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の心拍数モニタと、ユーザの腕または手首に前
記時計を固定するためのストラップとを含む、ことを特徴とする時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、心拍数モニタに関し、より具体的には、光心拍数（ＯＨＲ）センサを含む心
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拍数モニタに関する。さらに、本発明は、ＯＨＲセンサを含む着用可能な心拍数モニタに
関し、そのようなモニタをリストストラップを用いて装着することに関する。心拍数モニ
タは、例えば、心拍数モニタがリストストラップに取り外し可能に装着された状態で、フ
ィットネスウォッチとして提供されてもよい。本発明の例示的な実施形態は、例えば、運
動活動（ランニング、サイクリング、スイミング、ハイキング、スキー、ウェイトリフテ
ィングなど）中に着用され、運動中の特定の瞬間でのユーザの心拍数を追跡し、表示し、
記録することができる、運動能力をモニタするためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の心拍数モニタは、典型的には、胸部ストラップに装着されたセンサの形態をとる
。静電容量センサは、皮膚を通して心臓の電気的活動を検出する。これは、胸部ストラッ
プが、心臓の近くに該センサを装着し且つ皮膚に対してしっかりと保持する必要がある。
ユーザは、胸部ストラップ、および、心拍情報を受信して表示するように心拍数センサに
ワイヤレスでリンクされた腕時計などの対応デバイスを着用する。あるいは、胸部ストラ
ップに装着されたセンサは、携帯電話またはトレッドミルコントローラなどの着用不可能
な表示デバイスにリンクされてもよい。
【０００３】
　あるいは、胸部ストラップを用いるのではなく、いくつかの心拍数モニタが手首に着用
されうる。これらの脈拍モニタは、脈拍を提供するようにユーザがパッドに対して指を触
れる必要がある。しかしながら、このタイプのモニタは、脈拍を読み取るためにユーザが
運動を停止する必要があり、胸部ストラップモニタより精度が低い傾向がある。
【０００４】
　最近では、ストラップレス心拍数モニタは、皮膚下の血液量の光学的検知を使用する手
首着用デバイスの形態をとっている。ＷＯ２０１３／０４２０７０Ａ１は、ユーザの手首
または腕に着用するための時計の形態のハウジングを含む光心拍数モニタを開示している
。該モニタは、ユーザの皮膚に光を射出し、該光が下の血管によって部分的に吸収される
ように配置されたＬＥＤと、皮膚を通して反射して戻ってくる光を検知するように配置さ
れた光検出器（フォトデテクタ）とを含む。該モニタは、検知信号を処理し、表示するた
めの脈拍および／または心拍数を決定する。
【０００５】
　光心拍数モニタは、動きのアーチファクトを回避して確実な計測を保証するように、使
用中に皮膚にしっかりと接触させて装着されなければならない。さらに、周囲光アーチフ
ァクトは、例えば、影と直射日光との間など、異なる周囲照明の場所の間をユーザが移動
するときに、計測の質を低下させる可能性がある。ＷＯ２０１３／０４２０７０Ａ１では
、光ハイパスフィルタが、周囲の赤外光をフィルタリングするように、反射光信号を検出
するときに用いられる。
【０００６】
　本発明の少なくとも実施形態では、改良された心拍数モニタを提供することが望ましい
。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の第１の態様は、ハウジングと、該ハウジング内の光心拍数（ＯＨＲ）センサと
を含む心拍数モニタを提供し、前記ＯＨＲセンサは、ユーザの皮膚内に光を射出するよう
に配置された少なくとも１つの発光体と、前記ユーザの前記皮膚を通って反射された光を
検知するように配置された光検出器とを含む検知部を含み、前記ハウジングはドーム状部
分を含み、前記検知部は前記ドーム状部分の表面を通して露出され、前記検知部は前記ド
ーム状部分の前記表面の上に突出している。
【０００８】
　本発明によれば、ハウジングは、使用中に該モニタが着用されたときにユーザの皮膚に
対して押圧するように作用するドーム状部分を含む。これは、皮膚に対して良好な接触領
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域を形成するのに役立つ。さらに、検知部がドーム状部分の表面の上に突出しているため
、検知部は、周囲光が光検出器に実質的に到達できないように着用者の皮膚内にわずかに
押し込まれうる。結果として、光検出器は、光アーチファクトを除去するための光学フィ
ルタを含む必要がなくなりうる。さらに、このような構造は、ユーザが運動中に動いてい
るときでさえ、皮膚に対して固定された位置に検知部を保持することを助けることにより
、運動アーチファクトを防止または低減するという二重の効果も有しうると考えられる。
これは、例えばリストストラップなど、腕または脚などの曲がった肢の表面に対して該モ
ニタを保持するためにストラップを使用するときに特に適している。したがって、本発明
は、上記の概説の課題を解消することができる。
【０００９】
　本出願人は、着用者の皮膚との良好な接触を保証するように、好ましくは検知部の突出
が最小０．１ｍｍを有することを見出した。したがって、好ましい実施形態では、検知部
は、少なくとも０．１ｍｍだけドーム状部分の表面の上に突出している。本出願人は、検
知部の突出が、心拍数モニタを着用することが不快にならないように制限されることが望
ましいことを認識した。好ましくは、検知部は、最大０．８ｍｍ、好ましくは最大０．５
ｍｍだけドーム状部分の表面の上に突出している。
【００１０】
　検知部の深さは、その突出を達成するように増加されてもよい。しかしながら、これは
、検知部のために製造された特注のパッケージを必要としうる。好ましい一組の実施形態
では、検知部は、ライザによって回路基板に取り付けられている。回路基板と検知部との
間にライザを設けることにより、標準の検知部のパッケージを用いることができる。
【００１１】
　本出願人は、ハウジングの表面を超える検知部の突出に関する潜在的な問題は、水分ま
たは埃の侵入によって引き起こされる損傷のリスクが高いことを認識した。これは、心拍
数モニタがフィットネスウォッチとして提供され、汗および／または外部環境からの汚染
物質（水、埃など）によって検知部が損傷を受ける可能性が高い実施形態において、特に
問題になりうる。好ましい一組の実施形態では、心拍数モニタは、検知部の周りに封止材
（シーリング材）を更に含む。そのような実施例では、検知部は、ドーム状部分の表面に
おける開口を通して露出され、封止材は開口を充填しうる。適切な封止材は、シリコーン
またはポリウレタンを含みうる。好ましい実施例では、封止材は、エポキシ樹脂を含みう
る。
【００１２】
　ＯＨＲセンサは、１個、２個、３個またはそれ以上の発光体を含む任意の適切な検知部
を含みうる。発光体は、好ましくは発光ダイオード（ＬＥＤ）を含む。好ましい一組の実
施形態では、検知部は、異なる波長の少なくとも２個、好ましくは３個の発光ダイオード
を含む。適切なＯＨＲセンサは、例えば、OsramBiomon SFH7050である。このセンサは、
緑色（５３５ｎｍ）、赤色（６６０ｎｍ）およびＩＲ（９４０ｎｍ）の３個のＬＥＤと、
信号レベルを最大化する大面積の光検出器（フォトデテクタ）とを特徴とする。赤外線Ｌ
ＥＤは、検知部が皮膚に接触しているときを示すための近接センサとして有利に使用され
うる。これにより、該モニタが皮膚に装着されたときに自動的に計測を開始したり、また
は、到達してないとのメッセージを表示したりすることが可能となる。心拍数をモニタリ
ングするためには１個のＬＥＤ（例えば緑色）のみを駆動することで十分であるが、パル
スオキシメトリ用途のために、赤色ＬＥＤおよび赤外ＬＥＤが交互に駆動されてもよい。
【００１３】
　心拍数モニタのハウジングからわずかに突出した検知部の利点を享受しながら、心拍数
モニタが薄く作製可能となるように、ＯＨＲセンサは小型であることが好ましい。これは
、手首に着用されるモニタにおいて特に有利である。好ましい一組の実施形態では、検知
部は、１ｍｍ未満の深さを有するパッケージとして完全に一体化されている。
【００１４】
　上記で概説した実施形態の１つ又は複数と組み合わせることができる心拍数モニタのい
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くつかの一般的な特徴を説明する。
【００１５】
　心拍数モニタのハウジングは、単一の一体型ケーシングとして構成されることが好まし
く、該モニタを雨天の野外運動およびスイミングに使用可能とするため、耐水性になるよ
うに密封されることが好ましい。
【００１６】
　ＯＨＲセンサは、処理部（プロセッサ）およびバッテリを含みうる。処理部は、例えば
、光検出器において、表示および／または送信の目的のために、受信した光信号を分析す
るように構成されうる。ＯＨＲセンサは、処理部に接続されたメモリを含みうる。これは
、ＨＲデータがデバイスに記憶され、後でダウンロードされることを意味する。ＯＨＲセ
ンサは、該デバイスに及び該デバイスからデータを転送するため、およびバッテリを再充
電するように電力を供給するための入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイスを含みうる。いくつか
の実施例では、ＯＨＲセンサは、単にセンサハブとして機能し、別のデバイスによる表示
のために心拍数データを収集および／または転送する。これは、心拍数モニタのサイズを
最小化することを可能にしうる。
【００１７】
　好ましい一組の実施形態では、心拍数モニタは、心拍数情報をユーザに表示するための
ディスプレイを含む。ディスプレイは、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を含みうる
。更に好ましくは、心拍数モニタは、ＯＨＲセンサおよび／またはディスプレイを制御す
るための入力デバイスを含む。そのような入力デバイスは、適切なＨＲゾーンなどの関連
する機能をユーザが変更することを可能にする。様々な実施形態では、入力デバイスは、
ディスプレイから離間されている。該モニタがリストストラップに取り付けられる実施形
態では、入力装置は、該ストラップの長手方向においてディスプレイから離間しているこ
とが好ましい。ディスプレイは、英数字またはアイコンの上部がハウジングの第１側部に
向かって配置され、英数字またはアイコンの下部がハウジングの反対側の第２側部に向か
って配置されるように、英数字またはアイコンを表示するように構成されてもよい。入力
デバイスは、該第１側部から該第２側部への方向にディスプレイから離間されていること
が好ましい。この構成は、ユーザが、ディスプレイから離間した入力デバイスを介して該
デバイスを制御しながらディスプレイを容易に見ることができるため、ユーザが手首の背
部にディスプレイを着用するときに有用である。あまり好ましくないが、入力デバイスは
、ハウジングの該第２側部から該第１側部への方向にディスプレイから離間されてもよい
。この構成は、ユーザが上方から入力デバイスに容易にアクセスしている間、ディスプレ
イをユーザの方に向けさせることができるため、例えば、該モニタが自転車のハンドルバ
ーに取り付けられているか、他の車両に取り付けられている場合に有用でありうる。
【００１８】
　入力デバイスは、使用中にディスプレイおよび関連する電気部品を制御するように構成
されることが好ましい。例えば、入力デバイスは、ディスプレイ上に表示されたメニュー
を通してナビゲートするために構成されうる。例えば、入力デバイスは、ＯＨＲセンサの
機能を制御しうる。したがって、入力デバイスは、ハウジング内の電気部品に電気的に接
続される。例えば、ハウジングと入力デバイスとの間にリボンリードを延在させてもよい
。
【００１９】
　入力デバイスは、モジュールの上面と実質的に平行且つその上に配置された実質的な平
坦面を有することが好ましい。入力デバイスは、例えばディスプレイ上に表示されたメニ
ューをナビゲーションするため、該モニタを制御するための入力を提供するように該実質
的な平坦面を横切るユーザの指の動きを検出するように構成されることが好ましい。
【００２０】
　したがって、入力デバイスは、例えば、ユーザの指の動きを、ＯＨＲセンサを制御する
ための入力に変換するコンダクタンス検知のための容量検知を利用するタッチパッド（ま
たはトラックパッド）を含みうる。タッチパッドは、例えば左右または上下など、単一の
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軸に沿った動きを検知可能な一次元タッチパッドを含んでもよい。他のより好ましい実施
形態では、タッチパッドは、入力デバイスの実質的な平坦面によって画定される面上にお
ける任意の方向、または少なくとも左右および上下の動きを検知可能な二次元タッチパッ
ドを含んでもよい。他では、あまり好ましくない実施形態であるが、入力デバイスは、例
えば一対の抵抗性歪ゲージを使用して、ユーザの指によって加えられた力を検知し、それ
を、該モニタを制御するための入力に変換するするポインティングスティック（またはト
ラックパッド）を含んでもよい。
【００２１】
　あるいは、入力デバイスは、連続的な押圧面と２つのアクチュエータとを有する２方向
ボタンを含んでもよく、該ボタンは、押圧面の第１部分が押下されたときに、モジュール
を制御するための第１入力を与えるように第１のアクチュエータが作動され、押圧面の第
２部分が押下されたときに、モニタを制御するための第２入力を与えるように第２のアク
チュエータが作動されるように構成される。
【００２２】
　あるいは、入力デバイスは、連続的な押圧面と４つのアクチュエータとを有する４方向
ボタンを含んでもよく、該ボタンは、押圧面の第１部分が押下されたときに、モニタを制
御するための第１入力を与えるように第１のアクチュエータが作動され、押圧面の第２部
分が押下されたときに、モニタを制御するための第２入力を与えるように第２のアクチュ
エータが作動され、押圧面の第３部分が押下されたときに、モニタを制御するための第３
入力を与えるように第３のアクチュエータが作動され、押圧面の第４部分が押下されたと
きに、モニタを制御するための第４入力を与えるように第４のアクチュエータが作動され
るように構成される。本明細書に記載された押圧面は、使用時にユーザの手（肢）に接触
する下面の一部と平行且つその上の実質的な平坦面であることが好ましい。また、入力デ
バイスは、任意の１つ又は複数の機械的に作動されるボタン、または、タッチセンシティ
ブ・ユーザインターフェース上の仮想ボタンなど、要望通りに非機械的に作動されるボタ
ンを含んでもよいことが考えられる。
【００２３】
　さらに、または代わりに、入力デバイスは、実質的な平坦面と実質的に垂直な方向に、
上面から下面に向かう方向に押圧されることによって操作されるように構成されることが
好ましい。これは、ユーザが、単一の指を用いて入力デバイスを操作することを可能にす
る。ユーザは、モニタを着用するユーザの手首に対して押圧されるように入力デバイスが
配置されるため、入力デバイスの押圧とバランスをとるように同じ手の第２の指を使用す
る必要がない。
【００２４】
　実質的な平坦面を横切るユーザの指の動きを検出し、ユーザの手（肢）に対して押圧さ
れるように入力デバイスが構成された、例えば、入力デバイスが押下可能なタッチパッド
を含む好ましい実施形態では、検出されたユーザの指の動きは、選択されるべき機能を識
別するためのメニューをナビゲートするために使用され、入力デバイスの押下は、識別さ
れた機能を選択するために使用される。
【００２５】
　加えて、または代わりに、ディスプレイは、好ましくは実質的に平面であり、第１平面
に配置され、入力デバイスは、第２平面に配置された実質的に平坦な押圧面を有し、第１
平面および第２平面は互いに角度をなしており、第１平面と第２平面との間の角度は９０
度未満、任意選択では２０度と７０度との間である。換言すると、それら平面は仮想的に
交差する平面であり、使用時にユーザの腕または手首に対面する該平面の辺は、交差点に
おいてそれらの間に角度を画定し、その角度は、好ましくは９０度より大きく１８０度よ
り小さい。互いに対してある角度で表面を提供することにより、使用時にモニタがユーザ
の腕に装着されたとき、ユーザは、入力デバイスを操作しながら、ディスプレイの良好な
視野角を可能にする。入力デバイスは、ディスプレイハウジングから離間され、したがっ
て、使用時にユーザの手首の背部、および手首の側方の周りから離れているため、ユーザ
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の手首に対して押されたときに、ユーザの手首が押圧力のバランスをとるために必要な反
力を与えるように、該角度により、入力デバイスが方向付けられることが可能となる。し
たがって、入力デバイスは、ディスプレイの周囲の周りにボタンを有する従来の時計のよ
うに、押圧力とバランスをとるために同じ手の第２の指を必要とせずに、単一の指で操作
することできる。
【００２６】
　加えて、または代わりに、ディスプレイは、好ましくは、接続部によって入力デバイス
に物理的に接続されたケーシングを有し、接続部は、ディスプレイから入力デバイスへの
方向に沿って湾曲し又は傾斜している。接続部は、湾曲または傾斜しており、使用時にデ
ィスプレイがユーザの手首の上部に配置されたときに、入力デバイスがユーザの手首の側
部に位置するように接続部が手首の周りに湾曲し、または他の方法で延設される。モニタ
は、ディスプレイが手首の背部に位置するときに、入力デバイスがユーザの手首の内側に
位置するように構成されることが好ましく、該内側とは、手の甲が垂直に上を向いている
ときにユーザの身体に面する側である。他のあまり好ましくない実施形態では、手首スト
ラップは、ディスプレイケーシングと入力デバイスとを接続する該接続部を形成しうる。
ストラップは、曲げる又は旋回して湾曲又は傾斜した接続部分を形成するように、可撓性
であってもよいし、１又は複数の枢動可能な部分から形成されてもよい。
【００２７】
　心拍数モニタは、好ましくは、ＯＨＲセンサおよびディスプレイを制御するように構成
された処理部を含む。ディスプレイは、現在ＨＲ（ｂｐｍ）、平均ＨＲ（ｂｐｍ）、最大
ＨＲ、最小ＨＲ、現在ＨＲゾーン、経時的なＨＲ変化のグラフ表示、および経時的な複数
のＨＲゾーンの各々において費やされた時間の割合のグラフ表示のうち１つ以上のような
心拍数（ＨＲ）情報を視覚的に表示しうる。加えて、または代わりに、心拍数モニタは、
ＨＲデータの変化をユーザに通知するため、例えばブザーなどのオーディオ出力、おおび
／または、例えばバイブレータなどのハプティック出力を含んでもよい。
【００２８】
　本発明はまた、上記のような心拍数モニタを含むフィットネスウォッチを提供する。換
言すると、心拍数モニタは、フィットネスウォッチの形態をとってもよく、心拍数モニタ
に対する本明細書の全ての参照は、代替的に、フィットネスウォッチへの参照としてとら
れてもよい。そのようなフィットネスウォッチは、好ましくは、心拍数モニタおよび時計
の任意の他の構成要素を制御するための処理部を含む。処理部は、例えば、グローバル・
ナビゲーション衛星信号から受信された情報を用いることにより、または、ＷｉＦｉアク
セスポイントやセルラ通信ネットワークから情報をアクセスし受信することにより、ユー
ザがある場所から他の場所に移動するときにユーザの位置を追跡するための手段に接続さ
れうる。好ましい実施形態では、時計は、時間内における特定の地点での受信器の位置お
よび任意選択された速度を示す衛星信号を受信するため、ＧＰＳおよび／またはＧＬＯＮ
ＡＳＳ受信器などのグローバル・ナビゲーション衛星システム（ＧＮＳＳ）受信器を含み
、更新された情報を定期的に受信する。これは、ユーザがある場所から他の場所に移動す
るときにユーザの位置を追跡する機能を追加することが理解されよう。ＧＮＳＳ受信器は
、ユーザの場所および移動を決定する際に使用される、例えばパッチアンテナの形態での
アンテナを含みうる。
【００２９】
　代わりに、または加えて、フィットネスウォッチは、ＧＰＳ受信器、速度センサ、ケイ
デンスセンサ、加速度計、ジャイロスコープ、高度計、圧力センサ（例えば、潜水深度ゲ
ージ）、電子コンパス、ユーザに通知するための振動デバイス、ブルートゥースモジュー
ル（例えば、ブルートゥース低エネルギ（ＢＬＥ）プロトコルを使用可能）などの無線通
信デバイス（例えば、１以上の身体装着センサから信号を送信可能）のうち１つ以上を更
に含みうる。時計が無線通信デバイスを含む実施形態では、フットポッドセンサまたはス
ピード／ケイデンスセンサなどの他のセンサからデータを受信するように構成されうる。
無線通信デバイスは、外部の心拍数モニタ、例えば、ユーザによって着用された胸部スト
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ラップに取り付けられたモニタと通信するように構成されうる。加えて、または代わりに
、無線通信デバイスは、１以上の外部デバイス（例えば、携帯電話デバイス）にデータを
送信するように構成されてもよい。
【００３０】
　時計は、バッテリを充電するため、および／または、処理部に又は処理部からデータを
転送するためのドックまたはケーブルに電気的に接続するための１以上の電気コネクタを
含みうる。任意の既知の電気コネクタを使用することができると考えられる。しかしなが
ら、好ましい実施形態では、１以上の電気コネクタは、平坦であり且つハウジングの下面
に実質的に沿って配置されているか、またはリセスされている（例えば、ドッキングシス
テムの対応するポゴピンと接触するための）電気接点を含む。好ましい実施形態では、電
気接点は、入力デバイスの下の下面、例えば、ディスプレイから遠位に設置されるが、電
気接点は、所望のようにハウジングの下面の任意の部分に設置されうる。これは、時計が
ドッキングシステムに置かれたときにユーザがディスプレイを見ることを可能にする。
【００３１】
　少なくともいくつかの実施形態では、心拍数モニタは、フィットネスウォッチを形成す
るようにストラップに恒久的に取り付けられてもよい。例えば、心拍数モニタは、ストラ
ップと一体化されうる。しかしながら、本発明の様々な実施形態では、心拍数モニタは、
リストストラップに取り外し可能に取り付けられうる。例えば、ストラップは、心拍数モ
ニタが取り外し可能に接続される中央マウントを含みうる。これは、例えば、コンピュー
タに接続されたドッキングステーションを使用して、ユーザが心拍数モニタをドッキング
して電力および／またはデータの転送を可能にするように、心拍数モニタをストラップか
ら繰り返し取り付けおよび取り外しすることを可能にする。加えて、または代わりに、同
一のストラップは、異なる心拍数モニタ、または、例えばＧＰＳおよび／またはＧＬＯＮ
ＡＳＳのようなグローバル・ナビゲーション衛星システム（ＧＮＳＳ）受信器などの位置
決定手段を含む時計モジュールといった他のユニットを取り付けるために交換可能に使用
されうる。
【００３２】
　ストラップによって提供される中央マウントは、心拍数モニタのための物理的コネクタ
、例えば機械的および／または磁気的接続システムを含みうる。好ましい一組の実施形態
では、中央マウントは、ストラップ内に、例えば心拍数モニタが挿入されうる開口を含む
。心拍数モニタは、開口の対応する特徴部に取り外し可能に係合するための１以上の突起
部および／またはリセス部を含みうる。好ましくは、ストラップは、少なくとも２つの開
口を含み、心拍数モニタがディスプレイおよび入力デバイスを含む実施形態では、ディス
プレイおよび入力デバイスはそれぞれ、ストラップの各開口を通って突出する。
【００３３】
　更なる態様または実施形態のいずれかに係る本発明は、本発明の実施形態の他の態様に
関連して説明した特徴のいずれかを、それと相互に矛盾しない範囲で含んでもよい。
【００３４】
　これらの実施形態の利点は、以下に説明され、これらの実施形態のそれぞれの更なる詳
細および特徴は、添付の従属請求項および以下の詳細な説明の他の箇所で定義される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
　本発明の教示の様々な態様、およびそれらの教示を具現化する構成は、添付の図面を参
照して、例示的な実施例として以下に説明される。
【００３６】
【図１】図１は、心拍数モニタモジュールの斜視図を示す。
【図２】図２は、図１のモジュールを下側から見た図を示す。
【図３】図３ａおよび図３ｂは、モジュールの側断面図および拡大図をそれぞれ示す。
【図４】図４ａおよび図４ｂは、モジュールの側面図および拡大図をそれぞれ示す。
【図５】図５は、好ましい実施形態に係るフィットネスウォッチの電気的な構成要素の概
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略図である。
【図６】図６は、フィットネスウォッチが無線通信チャネルを介して情報を受信しうる方
法の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の好ましい実施形態は、特に、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ
）データへのアクセスを有するフィットネスまたはスポーツウォッチを参照して説明され
る。記載されたタイプのフィットネスまたはスポーツウォッチは、ユーザのスピードおよ
び距離を監視し、この情報をユーザに提供するなど、ランニング中またはトレーニング中
にアスリートを助けるために、アスリートによってしばしば着用される。しかしながら、
該デバイスは、ユーザによって持ち運ばれるように、または、自転車やカヤックなどの車
両に既知の方法で接続または「ドッキング」されるように構成可能であることが理解され
よう。
【００３８】
　一般に、ＧＰＳは、連続的な位置、速度、時間、および場合によっては無制限の数のユ
ーザの方向情報を決定可能な衛星無線ベースのナビゲーションシステムである。以前はＮ
ＡＶＳＴＡＲとして知られていたが、ＧＰＳは、非常に正確な軌道で地球を周回する複数
の衛星を組み込んでいる。これらの正確な軌道に基づいて、ＧＰＳ衛星は、それらの位置
を、任意の数の受信部に中継することができる。
【００３９】
　ＧＰＳシステムは、特にＧＰＳデータを受信するように装備されたデバイスが、ＧＰＳ
衛星信号の無線周波数の走査を開始するときに実行される。ＧＰＳ衛星から無線信号を受
信すると、該デバイスは、異なる複数の従来方式の１つを介して、その衛星の正確な位置
を決定する。大抵の場合、該デバイスは、異なる少なくとも３つの衛星信号を取得するま
で、信号を走査し続けるであろう（留意点として、通常ではないが、位置は、他の三角測
量技術を用いて２つの信号のみで決定可能である）。幾何学的三角測量を実行すると、受
信器は、３つの既知の位置を利用して、衛星に対する自身の２次元位置を決定する。これ
は、既知の方法で行われうる。さらに、第４の衛星信号を取得することは、受信デバイス
が、既知の方法での同じ幾何学的計算により、その３次元位置を算出することを可能にす
るであろう。位置および速度データは、無制限の数のユーザによって連続的にリアルタイ
ムで更新されうる。
【００４０】
　図５は、ブロック構成要素形式において、本発明の好ましい実施形態に係るスポーツウ
ォッチ２００の電気的な構成要素を例示的に表現したものである。デバイス２００のブロ
ック図は、該デバイスの全ての構成要素を含むものではなく、多くの例示的な構成要素の
うちの代表するもののみであることに留意すべきである。
【００４１】
　デバイス２００は、押下可能なタッチパッド（またはトラックパッド）などの入力デバ
イス２１２に接続された処理部２０２（プロセッサ）と、ＬＣＤディスプレイなどの表示
画面２１０とを含む。デバイス２００は、ある速度に達したこと、または、ある距離を移
動したことを通知するなど、ユーザに可聴情報を提供するように構成された出力デバイス
を更に含むことができる。
【００４２】
　図５は、処理部２０２とＧＰＳアンテナ／受信器２０４との間で動作する接続を更に示
す。アンテナおよび受信器は、例示のために概略的に結合されているが、アンテナおよび
受信器は、別々に配置された構成要素であってもよい。アンテナは、任意の適切な形態の
ものでよいが、好ましい実施形態では、ＧＰＳパッチアンテナである。
【００４３】
　デバイス２００は、ｘ、ｙおよびｚ方向でのユーザの加速度を検出するように構成され
た３軸加速度計でありうる加速度計２０６を更に含む。加速度計は、ＧＰＳ受信が失われ
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たとき／場合に使用するための歩数計として作動し、および／または、スイミング中にフ
ィットネスウォッチが使用されるときのストローク率を検出するように作動しうる。加速
度計は、デバイス内に配置されているように示されているが、加速度計は、ユーザによっ
て着用または持ち運ばれ且つ送受信器２０８を介してデバイス２００にデータを送信する
外部センサであってもよい。
【００４４】
　デバイスは、フットポッドセンサ２２２や、心拍数センサ２２６などの他のセンサから
データを受信してもよい。フットポッドセンサは、例えば、ユーザの靴のソール内または
ソール上に設置されたピエゾ素子または微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）加速度計であ
ってもよい。各外部センサは、送受信器２０８を介してデバイス２００にデータを送信ま
たは受信するために使用されうる送信器２２４および受信器２２８がそれぞれ設けられる
。
【００４５】
　処理部２０２は、メモリ２２０に動作可能に結合されている。メモリリソース２２０は
、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの揮発性メモリ、および／または、例え
ばフラッシュメモリなどの不揮発性メモリ、例えばデジタルメモリを含むことができる。
メモリリソース２２０は、取り外し可能であってもよい。以下に更に詳細に説明するよう
に、メモリリソース２２０は、ＧＰＳ受信器２０４、加速度計２０６および送受信器２０
８にも、これらのセンサおよびデバイスから得られたデータを記憶するために動作可能に
結合されている。
【００４６】
　さらに、当業者であれば、図５に示す電気的な構成要素は、従来方法で電源２１８によ
って給電されることが理解されよう。電源２１８は、充電可能なバッテリであってもよい
。
【００４７】
　デバイス２００は、複数の電気接点またはＵＳＢコネクタのような入力／出力（Ｉ／Ｏ
）デバイス２１６を更に含む。Ｉ／Ｏデバイス２１６は、処理部に、および少なくともメ
モリ２２０および電源２１８にも動作可能に結合される。Ｉ／Ｏデバイス２１６は、例え
ば、処理部２２０、センサなどのファームウェアを更新し、メモリ２２０に記憶されたデ
ータを、パーソナルコンピュータやリモートサーバなどの外部演算リソースに送信し、デ
バイス２００の電源２１８を再充電するために用いられる。他の実施形態では、データは
また、任意の適切な移動通信手段を用いて、無線でデバイス２００によって送信または受
信されうる。
【００４８】
　当業者には理解されるように、図５に示す構成要素の異なる構成は、本願の範囲内にあ
ると考えられる。例えば、図５に示す構成要素は、有線および／または無線接続などを介
して互いに通信することができる。
【００４９】
　図６では、時計２００は、任意の数の異なる構成によって実行されうる一般的な通信チ
ャネル４１０を介してサーバ４００と通信するものとして示されている。サーバ４００お
よびデバイス２００は、サーバ４００と時計２００との間に接続が確立されたときに通信
することができる（留意点として、そのような接続は、移動デバイスを介したデータ接続
、インターネットを介してのパーソナルコンピュータを介した直接接続などでありうる）
。
【００５０】
　サーバ４００は、図示しない他の構成要素に加えて、メモリ４０６に動作可能に接続さ
れ、有線または無線接続を介して大容量データストレージデバイス４０２に動作可能更に
接続された処理部４０４（プロセッサ）を含む。処理部４０４は、通信チャネル４１０を
介してデバイス２００に及びデバイス２００から情報を送信および受信するように、送信
器４０８および受信器４０９に動作可能に更に接続される。送受信される信号は、データ
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、通信、および／または他の伝搬信号を含みうる。送信器４０８および受信器４０９の機
能は、信号送受信器に組み合わされてもよい。
【００５１】
　通信チャネル４１０は、特定の通信技術に限定されるものではない。さらに、通信チャ
ネル４１０は、単一の通信技術に限られるものではなく、即ち、チャネル４１０は、様々
な技術を使用する幾つかの通信リンクを含んでもよい。例えば、通信チャネル４１０は、
電気通信、光通信、および／または電磁通信などのための経路を提供するように適用され
うる。そのようなものとして、通信チャネル４１０は、限定されるものではないが、電気
回路、ワイヤおよび同軸ケーブルなどの導電体、光ファイバケーブル、コンバータ、無線
周波数（ＲＦ）波、雰囲気、空間などのうちの１つ、または、これらの組み合わせを含む
。さらに、通信チャネル４１０は、ルータ、中継器、バッファ、送信器、および受信器な
どの中間デバイスを含むことができる。
【００５２】
　１つの例示的な構成では、通信チャネル４１０は、電話およびコンピュータネットワー
クを含む。さらに、通信チャネル４１０は、無線周波数、マイクロ波周波数、赤外線通信
などの無線通信を適応させることができる。加えて、通信チャネル４１０は、衛星通信を
適応させることができる。
【００５３】
　サーバ４００は、無線チャネルを介して時計２００によってアクセス可能なリモートサ
ーバであってもよい。サーバ４００は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド
エリアネットワーク（ＷＡＮ）、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）などに設置さ
れたネットワークサーバを含んでもよい。
【００５４】
　サーバ４００は、デスクトップまたはラップトップコンピュータなどのパーソナルコン
ピュータを含んでもよく、通信チャネル４１０は、パーソナルコンピュータと時計２００
との間に接続されたケーブルであってもよい。あるいは、パーソナルコンピュータは、サ
ーバ４００と時計２００との間のインターネット接続を確立するように、時計２００とサ
ーバ４００との間に接続されてもよい。あるいは、携帯電話または他の手持ち式デバイス
は、インターネットを介してサーバ４００に時計２００を接続するために、インターネッ
トへの無線接続を確立してもよい。
【００５５】
　サーバ４００は、大容量ストレージデバイス４０２に更に接続される（または、含む）
。大容量ストレージデバイス４０２は、少なくともデジタル地図情報の記憶を含む。この
デジタル地図情報は、デバイス２００の着用者が移動したルートを決定し、該着用者が見
ることができるように、ＧＰＳ受信器２０４から得られたタイムスタンプ付き位置データ
や、加速度計２０６、フットパッドセンサ２２２などから得られた着用者の動きを示すデ
ータなど、デバイスからのデータとともに使用されうる。
【００５６】
　理解されるように、時計２００は、ランニングまたは他の同様のタイプの運動を行って
いるときに、ランナまたは他のアスリートによって着用されるように設計されている。Ｇ
ＰＳ受信器２０４および加速度計２０６などの時計２００内の様々なセンサは、移動距離
、現在速度など、このランニングに関するデータを取集し、このデータを、表示画面２１
０を用いて着用者に表示する。
【００５７】
　図１～図４は、上述したように、リストストラップ（不図示）に取り外し可能に接続さ
れうるフィットネス・モニタリング・モジュールの例を提供する。いくつかの実施形態で
は、モジュール２８は、フィットネス・ウォッチ・モジュール、特に、例えばＧＰＳなど
のＧＮＳＳ時計モジュールの形態をとることができる。他の実施形態では、モジュール２
８は、ＧＮＳＳ時計機能を含んでもよいし含まなくてもよい心拍数モニタモジュールの形
態をとる。
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【００５８】
　図１は、ハウジング３０と、ハウジング３０の上面に露出したディスプレイ３６とを含
む心拍数モニタモジュール２８の斜視図を示す。入力デバイス３２は、ディスプレイ３６
から離間されている。実質的に平坦なディスプレイ３６は、ユーザに心拍数情報を表示す
るために入力デバイス３２によって制御される。ディスプレイ３６は、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）を含みうる。ＬＣＤに加えて、ディスプレイは、照明３４、例えばＬＣＤの別
の不透明なフレームを通って光るＬＥＤを含む。
【００５９】
　照明３４は、ユーザの心拍数に関する情報を伝達するために、時計モジュール２８内の
処理部（プロセッサ）によって制御される。一例では、照明３４は、心拍数のおおよその
周波数で点滅し、それによって、一見して心拍数の視覚化を提供する。加えて、または代
わりに、別の例では、照明３４の色は、特定の心拍数ゾーンを表す。照明３４は、以下の
配色に従って点滅しうる。

【００６０】
　入力デバイス３２は、ハウジング３０から離れて延びる湾曲フランジ３８によってメイ
ンハウジング３０に接続される。湾曲フランジ３８は、該モジュールがリストストラップ
（不図示）に取り付けられたときにユーザの手首の周りを湾曲するように、ハウジング３
０から離れて延びる。入力デバイス３２は、使用時にユーザの手首の側方に配置されるよ
うに設置される。入力デバイス３２は、ユーザがモジュール２８と情報のやり取りをする
ために、実質的に平坦な押圧面を有する。これにより、ユーザは、例えば心拍数モニタの
メニューシステム内の所望の機能を選択するなど、押圧面に垂直な方向に押圧面を押圧し
、モジュール２８を制御することができる。この例では、入力デバイス３２は、４方向ボ
タンの形態をとっている。
【００６１】
　使用時にユーザの手首の側方に当たるように湾曲フランジ上に配置された入力デバイス
３２の位置は、多くの重要な利点を有する。例えば、これは、ユーザが、単一の指だけを
用いてモジュール２８と情報をやり取りすることを可能にする。より具体的には、ユーザ
は、時計２８が巻かれたユーザの手首に向かって該表面を押すため、ユーザは、１本の指
で入力デバイス３２の押圧面を押すことができる。これは、ボタンが周縁の周りに配置さ
れ、ユーザが、指でボタンを押圧し且つ時計の他の縁に親指を使用して押圧力のバランス
をとらなければならない従来の心拍数モニタまたは時計と対照的である。図１に示すよう
に、例えば、実質的に平坦なディスプレイ３６によって画定された平面は、入力デバイス
３２によって画定された平面に対してある角度で配置され、その２つの平面間の二面角は
９０度より小さく、典型的には２０度と７０度との間である。
【００６２】
　図２は、下側からの心拍数モジュール２８の斜視図を示す。メインハウジング３０から
延びる湾曲フランジ３８は、その遠位端に配置された電気コネクタ（不図示）を有しうる
。これらの電気コネクタは、モジュール２８内のバッテリを再充電するため、および／ま
たはモジュール２８からデータを抽出するため、またはモジュール２８にデータを入力す
るために、モジュール２８をドックに電気的に接続するために使用されうる。ハウジング
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３０の下面は、光心拍数（ＯＨＲ）センサにわたって拡がるドーム状部分６０を含む。Ｏ
ＨＲセンサの検知部４０は、ドーム状部分６０内の開口を通って突出する。この例では、
検知部４０は、一対の発光ダイオード４２ａ、４２ｂ（例えば、２つの緑色ＬＥＤ、また
は、緑色ＬＥＤと赤外ＬＥＤ）と、光検出器４４とを含む。モジュール２８が着用者の手
首に装着されたときに、検知部４０が、皮膚と接触して手首の前または後ろに当たる。ド
ーム状部分６０は、モジュール２８が装着されたときにモジュール２８が動きにくくなる
ように圧力を加え、光検出器４４への周囲光の侵入を防止または低減するように検知部４
０の突出部が皮膚内に押し込まれる。
【００６３】
　図３ａおよび図３ｂは、検知部４０がプリント回路基板５０の上部のライザ４８にどの
ように取り付けられるのかを詳細に示している。ライザ４８の深さは、検知部４０がドー
ム状部分６０の表面を超えてどれだけ突出するのかを決定する。図４ａおよび図４ｂの側
面図は、検知部４０が、距離ｄだけドーム状部分６０の表面からどのように突出するのか
を示している。距離ｄは、少なくとも０．１ｍｍである。
【００６４】
　ＯＨＲ検知部４０は、脈拍および／または心拍数に関するデータ信号を処理することが
できるモジュール２８内の処理部（プロセッサ）に動作可能に接続されうる。処理部は、
典型的には、メモリとバッテリ等の電源とに接続される。バッテリは、例えば上記の電気
コネクタの形態におけるＩ／Ｏポートを用いてモジュール２８がドッキングされたときに
再充電されうる。同じ電気コネクタは、処理部に／からデータを転送するためにも使用さ
れうる。Ｉ／Ｏポートに加えて、モジュール２８は、追加のデータを受信するために１以
上の他のデバイスにモジュール２８が無線で通信することを可能にするブルートゥース送
受信器などの無線通信インタフェースを含んでもよい。例えば、身体に着用された（例え
ば、外部の心拍数モニタ）、または運動中に近くに装着された（例えば、サイクリング活
動中にバイクに取り付けられた）他のデバイスは、追加のデータを送信するようにモジュ
ール２８と組み合わせてもよい。モジュールのユーザインタフェースは、ユーザが、その
ような追加のデータをディスプレイ上で見ることを可能にしうる。いくつかの実施形態で
は、モジュール２８は、フィットネス時計モジュール、特にＧＰＳなどのＧＮＳＳ時計モ
ジュールの形態をとることができる。
【００６５】
　モジュールのユーザインタフェースは、既に上述したディスプレイ３６および入力デバ
イス３２を含む。もちろん、他のユーザインタフェースの構成要素は、図面に示されてい
るものの代わりに、または同様に提供されてもよい。図１～図４に示されるようなモジュ
ール２８の更なる特徴は、ＷＯ２０１４／１３５７０９に記載されており、その内容は、
参照により本明細書に組み込まれる。特に、そのようなモジュールがリストストラップに
対して取り外し可能に装着されうるのかが記載されている。
【００６６】
　本発明の様々な態様および実施形態がこれまで説明されてきたが、本発明の範囲は、本
明細書に記載された特定の構成に限定されるものではなく、代わりに、添付の特許請求の
範囲内に収まるすべての構成、および、その変形および変更を包含するように拡張される
。
【００６７】
　例えば、上述の詳細な説明に記載された好ましい実施形態は、ストラップを参照しない
心拍数モニタモジュールに関するものであるが、モジュールをリストストラップに永久的
に又は取り外し可能に取り付けることができることが理解されよう。更に、モジュールは
、ディスプレイおよび／または入力デバイスを有するものとして説明したが、これらはオ
プションの構成要素である。適切なモジュールは、オプションのディスプレイ、オプショ
ンの入力デバイス、メモリ、無線受信器、および電気接点などの入出力デバイスのうちの
１つ以上に接続されたバッテリおよび処理部を含みうる。
【００６８】
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　最後に、添付の特許請求の範囲は、本明細書に記載された特徴の特定の組み合わせを記
載しているが、本発明の範囲は、特許請求の範囲に記載された特定の組み合わせに限定さ
れるものではなく、現時点で添付の特許請求の範囲に特別に列挙された特定の組み合わせ
か否かに関係なく、代わりに、本明細書に開示された特徴または実施形態の任意の組み合
わせを包含するように拡張されることに留意すべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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